
2009. ６. １広報よこしばひかり 6

　

７
月
１
日
現
在
で
、「
平
成
21
年
経
済
セ
ン
サ
ス
‐
基
礎
調
査
」
が
実
施
さ

れ
ま
す
。
回
答
内
容
は
法
律
に
よ
り
守
ら
れ
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

調
査
期
日　

７
月
１
日
㈬

調�

査
対
象　

す
べ
て
の
事
業
所
及
び

企
業

調�

査
方
法　

調
査
は
、
対
象
と
な
る

事
業
所
・
企
業
の
規
模
に
応
じ

て
、
調
査
員
調
査
と
国
、
県
、
町

に
よ
る
調
査
に
分
か
れ
て
行
わ
れ

ま
す
。

調�

査
内
容　

事
業
所
の
名
称
及
び
電

話
番
号
、
所
在
地
、
従
業
者
数
、

事
業
の
種
類
、
業
態
な
ど

平
成
21
年「
経
済
セ
ン
サ
ス

　
　
　
　
　
　
基
礎
調
査
」に
ご
協
力
を
！

結�

果
公
表　

平
成
22
年
６
月
（
総
務

省
統
計
局
速
報
）

総
務
省
統
計
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
�http://w

w
w
.stat.go.jp/data/

e-census/2009/kouhou/
index.htm

◆
問
い
合
わ
せ

　

企
画
財
政
課
企
画
調
整
班

　

☎（
84
）１
２
１
８

匝
瑳
市
横
芝
光
町
消
防
組
合

　
　
　「
防
災
メ
ー
ル
」の
配
信
に
つ
い
て

　

匝
瑳
市
横
芝
光
町
消
防
組
合
で

は
、
４
月
１
日
か
ら
消
防
組
合
管
内

に
お
け
る
火
災
の
発
生
及
び
鎮
火
に

つ
い
て
の
情
報
等
を
、
電
子
メ
ー
ル

に
よ
り
携
帯
電
話
や
パ
ソ
コ
ン
に
配

信
す
る
「
防
災
メ
ー
ル
」
を
開
始
し

ま
し
た
。

　

登
録
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
消
防

組
合
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
登
録

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
登
録
の
際
は
、
必
ず
注
意

事
項
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◎
防
災
メ
ー
ル
登
録
ペ
ー
ジ

　

http://sosa119.jp/m
ail.htm

l

◎�

匝
瑳
市
横
芝
光
町
消
防
組
合
公
式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://sosa119.jp

◆
問
い
合
わ
せ

　

�

匝
瑳
市
横
芝
光
町
消
防
組
合
消
防

本
部
総
務
課

　

☎（
72
）１
９
１
５

　

６
月
23
日
㈫
か
ら
29
日
㈪
は
、
男

女
共
同
参
画
週
間
で
す
。

　

平
成
21
年
度
は
、「
共
同
参
画　

新
た
な
社
会
の　

パ
ス
ワ
ー
ド
」
が

標
語
と
し
て
決
定
し
ま
し
た
。

　

男
女
す
べ
て
の
個
人
が
、
お
互
い

に
そ
の
人
権
を
尊
重
し
責
任
を
分
か

ち
合
い
な
が
ら
、
性
別
に
か
か
わ
り

な
く
、
そ
の
個
性
と
能
力
を
十
分
に

発
揮
で
き
る
男
女
共
同
参
画
社
会
の

実
現
を
目
指
し
て
「
男
女
共
同
参
画

社
会
基
本
法
」
が
、
平
成
11
年
６
月

23
日
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

町
で
も
、
平
成
21
年
度
よ
り
「
横

芝
光
町
男
女
共
同
参
画
計
画
」
を
制

定
し
ま
し
た
。
今
後
、
男
女
共
同
参

画
に
関
す
る
講
演
会
な
ど
が
あ
り
ま

し
た
ら
、
広
報
紙
な
ど
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
、
こ
の
機
会
に
家
庭
や

職
場
、
学
校
な
ど
で
男
女
の
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま

せ
ん
か
。

◆
問
い
合
わ
せ

　

企
画
財
政
課
企
画
調
整
班

　

☎（
84
）１
２
１
８　

男
女
共
同

　
　
　
参
画
週
間

○�

動
物
に
は
、
飼
い
主
が
わ
か
る
よ

う
名
札
な
ど
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

犬
に
は
、
登
録
鑑
札
と
狂
犬
病
予

防
注
射
済
票
を
つ
け
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

○�

犬
の
放
し
飼
い
は
、
条
例
で
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
。
犬
を
運
動
さ
せ
る
場

合
は
、
犬
を
制
止
で
き
る
人
が
、
短

い
引
き
綱
で
行
い
ま
し
ょ
う
。

○�

ね
こ
は
、屋
内
で
飼
い
ま
し
ょ
う
。

ね
こ
に
よ
る
他
人
へ
の
迷
惑
を
防

止
で
き
、
病
気
や
交
通
事
故
な
ど

の
危
険
か
ら
、
ね
こ
を
守
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

○�

犬
や
ね
こ
に
、
公
の
場
所
や
他
人

の
敷
地
内
で
排
泄
さ
せ
る
よ
う
な

迷
惑
行
為
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

○�

犬
や
ね
こ
が
、
み
だ
り
に
繁
殖
し

な
い
よ
う
に
、
不
妊
・
去
勢
措
置

に
努
め
ま
し
ょ
う
。

○�

動
物
は
、
責
任
を
持
っ
て
最
後
ま

で
面
倒
を
み
ま
し
ょ
う
。
犬
や
ね

こ
が
飼
え
な
く
な
っ
た
場
合
は
、

新
し
い
飼
い
主
を
探
し
て
く
だ
さ

い
。
ど
う
し
て
も
飼
え
な
く
な
っ

た
場
合
は
、
動
物
を
絶
対
に
捨
て

ず
に
、
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
な
ど

へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
動
物
を

虐
待
し
た
り
捨
て
た
り
す
る
と
、

法
に
よ
り
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

○�

犬
、ね
こ
の
引
き
取
り
に
は
、生
後

91
日
以
上
の
犬
、ね
こ
１
頭
に
つ
き

２
，０
０
０
円
、生
後
91
日
未
満
の

子
犬
、子
ね
こ
１
頭
に
つ
き
４
０
０

円
の
手
数
料
が
必
要
で
す
。

◆
問
い
合
わ
せ

　

山
武
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
４
７
５（
54
）０
６
１
１

　

環
境
防
災
課
環
境
班

　

☎（
84
）１
２
１
６

　

千
葉
県
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
４
７
６（
93
）５
７
１
１

　

６
月
は
、
動
物
の
正
し
い
飼
い
方
推
進
月
間
で
す
。
動
物
を
飼
う
と
き

は
、
次
の
こ
と
に
注
意
し
て
、
正
し
く
飼
い
ま
し
ょ
う
。

動
物
の
正
し
い
飼
い
方
推
進
月
間


